
草津栗東行政事務組合事務決裁規程 

令和４年１０月１日 

訓令第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもののほか、管理者の権限に属する事務の決裁手続および

職員の職務権限を定めることにより、行政事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上におけ

る責任体制の確立を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位およびその地位にある者をいう。 

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。 

(3) 決裁 管理者および管理者の権限を委任された者ならびに専決者（以下「決裁権者」と総

称する。）が、その職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをい

う。 

(4) 専決 管理者および管理者の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理につい

て常時管理者に代わって決裁することをいう。 

(5) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。 

(6) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。 

(7) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意

思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。 

（職務権限の行使に当たって守るべき事項） 

第３条 各職位は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の

経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。 

２ 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。 

３ 各職位は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなけ

ればならない。 

４ 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。 

５ 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、組合行政の

総合的な効果を上げるように努めなければならない。 

６ 各職位は、その職務権限の執行状況を適宜直属の上級職位に報告しなければならない。 

（副管理者の基本的な職務権限） 

第４条 副管理者は、組合行政の基本方針および重要施策（重要施策の実施計画を含む。以下同

じ。）の決定および推進について管理者を補佐し、事務局長を指揮監督し、および調整する。 



（事務局長の基本的な職務権限） 

第５条 事務局長は、管理者および副管理者の命を受け、総括、その他の職位（以下「総括等」

と総称する。）を指揮監督し、管理者が決定した基本方針等に基づき、所管事務の方針および

計画を立案し、管理者および副管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ事務の遂

行に当たるとともに、基本方針等の決定について管理者および副管理者を補佐する。 

２ 事務局長は、所管事務の遂行について常に意を用い、方針および計画の変更を要するものま

たは異例に属するものについては、その都度、管理者および副管理者に報告し、その指示を受

けなければならない。 

３ 事務局長は、総括等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務する

よう指導教育しなければならない。 

４ 事務局長は、所管事務の執行状況について、整理要約のうえ、適宜に管理者および副管理者

に報告しなければならない。 

 （総括の基本的な職務権限） 

第６条 総括は、事務局長の命を受け、直属の総括補佐、次席、その他の職位（以下この条にお

いて「総括補佐等」と総称する。）を指揮監督し、事務局長が決定した所管事務の計画に基づ

き、所管事務の実施計画を立案し、事務局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、

事務の遂行に当たるとともに所管事務の計画の立案について、事務局長を補佐する。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、総括の基本的な職務権限について準用する。この場合

において、これらの規定中「事務局長」とあるのは「総括」と、同条第２項中「方針および計

画」とあるのは「実施計画」と、同条第２項および第４項中「管理者および副管理者」とある

のは「事務局長」と、同条第３項中「総括等」とあるのは「総括補佐等」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

（総括補佐の基本的な職務権限） 

第７条 総括補佐は、総括の命を受け、所属職員を指揮監督し、総括が決定した所管事務の実施

計画に基づき、その所管事務を管理執行し、所管事務の実施計画の立案について総括を補佐す

る。 

２ 第５条第２項から第４項までの規定は、総括補佐の基本的な職務権限について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「事務局長」とあるのは「総括補佐」と、同条第２項中「方

針および計画」とあるのは「具体的な計画」と、同条第２項および第４項中「管理者および副

管理者」とあるのは「総括」と、同条第３項中「総括等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ

読み替えるものとする。 

（次席の基本的な職務権限） 

第８条 次席は、総括の命を受け、所属職員を指揮監督し、総括が決定した所管事務の実施計画

に基づき、その所管事務の具体的な計画を立案、管理執行し、総括の承認を得て、これを所属



職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について総括

を補佐する。 

２ 第５条第２項から第４項までの規定は、次席の基本的な職務権限について準用する。この場

合において、「事務局長」とあるのは「次席」と、「方針および計画」とあるのは「具体的な

計画」と、「管理者および副管理者」とあるのは「総括」と、「総括等」とあるのは「所属職

員」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（各職位の職務権限の明細） 

第９条 各職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。 

２ 管理者の権限に属する事務のうち、監査委員に係る事務については、この規程により決裁する

ものとし、この場合において監査委員書記長の職は、職位を事務局長とみなして別表の規定を適

用する。 

（議会書記長等の職務権限） 

第１０条 議会の書記長等が職員たる資格において決裁することができる組合議会に係る予算執

行については、事務局の例により、それぞれ別表の規定を適用する。 

（類推による専決事項） 

第１１条 この規程に定める決裁事項以外の事項についても、別表に掲げる決裁事項から類推し

て専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。 

（決裁の特例） 

第１２条 各職位は、自己の決裁事項であっても次に掲げる事項については、上級職位の指示を

受けなければならない。 

(1) 異例であると認められる事項 

(2) 先例になると認められる事項 

(3) 紛議もしくは論争がある事項または将来その原因となると認められる事項 

（決裁手続） 

第１３条 決裁に至るまでの手続き過程は、次席から順次上級職位の決定を経て、管理者または

専決者の決裁を受けるものとする。 

２ 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議または調整する必要があるものにつ

いては、関係職位に合議しなければならない。 

（合議） 

第１４条 前条第２項の規定による合議をしなければならない関係職位は、別表のとおりとす

る。 

（代決） 

第１５条 専決者が不在のときは次の表に掲げる第１次代決者が、専決者および第１次代決者が

ともに不在のときは同表に掲げる第２次代決者が、代決することができる。 



専決者 第１次代決者 第２次代決者 

管理者 副管理者 事務局長 

副管理者 事務局長  

事務局長 総括  

総括 
総括補佐、総括補佐を置かな

い場合は次席 
 

(代決者等が不在の場合) 

第１６条 専決者および代決者がともに不在の場合は、当該専決者の上級職位の決裁を受けなけ

ればならない。 

(代決の原則) 

第１７条 第１５条の規定にかかわらず、第１２条に定める事項または上級職位があらかじめ指

示した事項については、代決することができない。 

２ 第１５条の規定に基づき代決した事項については、速やかに管理者または専決者に報告しな

ければならない。 

付 則 

この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。 

付 則（令和５年３月１３日訓令第１号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年１０月８日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第９条―第１１条関係） 

１．事務の管理 

項目 

決裁権者 

管理

者 

副管

理者 

事務

局長 

総括 

１ 組合行政の総合企画、政策および運営に関すること 〇    

２ 事業計画の決定および実施方針に関すること 〇    

３ 組合議会の招集、提出議案および報告資料に関すること 〇    

４ 専決処分を行うこと 〇    

５ 儀式、表彰等に関すること 〇    

６ 各種行事の施行に関すること   〇  

７ 条例、規則等の制定および改廃に関すること 〇    

８ 事務の処理基準、要領、手続き等の決定  



 （１）重要と認められるもの   〇  

 （２）前号を除くもの    〇 

９ 訴訟、和解、あっせんおよび調停を行うこと 〇    

１０ 審査請求を行い、または処理すること 〇    

１１ 附属機関の設置または廃止の決定 〇    

１２ 附属機関等に対する諮問事項を決定すること 〇    

１３ 公聴会および聴聞会の開催   〇  

１４ 公示、令達、告示および公表に関すること  

 
（１）重要と認められるもの 〇    

 
（２）前号を除くもの   〇  

１５ 国および県に対する申請または要望を行うこと  

 （１）重要と認められるもの 〇    

 （２）前号を除くもの   〇  

１６ 陳情、請願、要望等の処理  

 （１）特に重要と認められるもの 〇    

 （２）重要と認められるもの   〇  

 （３）前２号を除くもの    〇 

１７ 通知、申請、届出、報告、照会、回答、証明および閲覧に

関すること 
 

 （１）重要と認められるもの   〇  

 （２）前号を除くもの    〇 

１８ 公印に関すること  

 （１）新調、改刻および廃止に関すること   〇  

 （２）印影の印刷に関すること   〇  

 （３）保管および使用に関すること    〇 

１９ 資料の収集、作成、提出、提供および配布の決定に関する

こと 
 

 （１）重要と認められるもの   〇  

 （２）前号を除くもの    〇 

２０ 文書の収受、発送および保存に関すること    〇 

２１ 特別職の非常勤職員の任免（別に定めのある者を除く。）

を行い、報酬額を決定すること 
〇    

２２ 関係機関および各種団体との連絡調整に関すること  



 （１）重要と認められるもの   〇  

 （２）前号を除くもの    〇 

２３ 業務の受託の決定  

 （１）重要と認められるもの 〇    

 （２）前号を除くもの   〇  

２４ 公用車の管理に関すること    ○ 

２５ 公用車の事故報告に関すること ○    

２６ 公用車の交通事故等の示談に関すること ○    

２７ 公簿の閲覧の許可および各種証明書、証票等の交付の決定    〇 

２８ 公文書開示可否等および保有個人情報開示可否等の決定に

関すること 
  〇  

２９ 行政手続に関すること  

 （１）申請に対する処分  

  ア 審査基準の設定    〇 

  イ 標準処理期間の設定    〇 

  ウ 申請の形式要件不適合に係る補正要求の決定    〇 

  エ 申請拒否処分に係る意見の聴取    〇 

  オ 公聴会の開催等    〇 

  カ 関係行政庁との合同ヒアリングの実施等    〇 

 （２）不利益処分  

  ア 処分基準の設定    〇 

  イ 聴聞または弁明の機会の付与   〇  

  ウ イのうち軽易なもの    〇 

  エ 文書等の閲覧の決定    〇 

  オ 主宰者の氏名   〇  

  カ 聴聞の再開の決定   〇  

  キ カのうち軽易なもの    〇 

 （３）行政指導  

  ア 指示文書の交付    〇 

  イ 共通指導事項の公表    〇 

  ウ 苦情申出の処理    〇 

 （４）届出形式不適合に係る通知    〇 

２．職員に関する事項 



項目 

決裁権者 

管理

者 

副管

理者 

事務

局長 

総括 

１ 出張を命じ、その報告を受けること  

 （１）事務局長  〇   

 （２）総括   〇  

 （３）前２号に掲げる以外の者    〇 

２ 週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、時間外勤務代休時

間の指定および休日の勤務に替えての他の勤務日の勤務の免除

（休日における勤務命令に伴う勤務時間の割振りの変更を含

む。）を行うこと 

 

 （１）事務局長  〇   

 （２）総括   〇  

 （３）前２号に掲げる以外の者    〇 

３ 休暇、欠勤、職務専念義務の免除を承認すること  

 （１）事務局長  〇   

 （２）総括   〇  

 （３）前２号に掲げる以外の者    〇 

４ 職員の任免、分限および懲戒処分に関すること 〇    

５ 職員の賠償責任に関する事務  

 （１）職員の賠償責任に関する決定および本人への通知ならび

に監査委員に対する賠償額の決定等の要求 
〇    

 （２）賠償命令 〇    

６ 時間外勤務および休日勤務を命ずること  

 （１）事務局長  〇   

 （２）総括   〇  

 （３）前２号に掲げる以外の者    〇 

７ 公務災害補償に関する事務  

 （１）県公務災害補償基金に対する公務上および通勤上の災害

の認定請求および補償の請求 
   〇 

 （２）議会の議員その他非常勤の職員の公務上および通勤上の

災害の認定 
  〇  

 （３）非常勤職員の公務災害補償に関する条例等に基づく補償   〇  



の決定および変更 

 （４）第三者行為に係る損害賠償請求の決定   〇  

８ 所属職員の研修に関すること    〇 

９ 所属職員の事務分担に関すること   〇  

３．財務に関する事項 

 （１）一般的事項 

項目 

決裁権者 

備考 管理

者 

副管

理者 

事務

局長 

総括 

１ 予算見積書、予算執行計画書および決算資

料を作成すること 
   〇 

 

２ 予算編成方針の決定 〇     

３ 予算案の決定 〇     

４ 予算の流用を決定すること  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

 （４）細節流用    〇  

５ 予備費の充用を決定すること 〇     

６ 起債計画書を提出すること   〇   

７ 起債の許可申請または借入れを行うこと   〇   

８ 一時借入金の借入れについての決定 〇     

９ 起債の繰上償還   〇   

１０ 財政事情の公表の決定   〇   

１１ 国および県に対する負担金、補助金等の

交付申請、実績報告および交付請求を行う

こと 

  〇  

 

１２ 歳入の調定を決定すること  

 （１）５００万円以上   〇   

 （２）５００万円未満    〇  

１３ 過誤納金還付（充当）を決定すること   〇   

１４ 不納欠損の決定および更正を行うこと   〇   

１５ 債権放棄の決定 〇     



１６ 競争入札参加資格の決定   〇   

１７ 入札参加者の処分の決定  

 （１）重要と認められるもの 〇     

 （２）前号を除くもの   〇   

１８ 入札執行の決定および契約の締結      

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

１９ 長期継続契約（初年度に限る。）を決定

すること 
  〇  

 

２０ 収入（手数料、使用料、占用料および負

担金をいう。次号に同じ。）の納付およ

び督促をすること 

   〇 

 

２１ 収入の全部または一部の減免を決定する

こと 
  ○  

 

２２ 過料の決定   〇   

２３ 精算命令を決定すること    〇  

２４ 戻入命令を決定すること    〇  

２５ 振替命令を決定すること    〇  

２６ 業務完了報告書を受理すること  

 （１）特に重要と認められるもの ○    ※注１ 

 （２）重要と認められるもの   〇  

 （３）軽易と認められるもの    〇 

２７ 検査調書を確認すること  

 （１）特に重要と認められるもの ○    ※注１ 

 （２）重要と認められるもの   〇  

 （３）軽易と認められるもの    〇 

２８ 指定金融機関の指定の決定等金融機関に

関する事務 
〇    会計課 

 （２）財産に関する事項 

項目 
決裁権者 

管理 副管 事務 総括 



者 理者 局長 

１ 財産の取得の決定に関すること 〇    

２ 財産の貸付けまたは私権の設定に関すること 〇    

３ 行政財産の用途の廃止または変更に関すること 〇    

４ 財産の使用を許可すること   〇  

５ 財産の管理に関すること    〇 

６ 財産の台帳整理および保管に関すること    〇 

７ 財産の登記および登記の嘱託    〇 

８ 物品の交換、譲与、譲渡、貸付けまたは廃棄処分に関すること  

 （１）１，０００万円以上 〇    

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇  

 （３）５００万円未満    〇 

９ 物品の管理（貸付けを除く。）に関すること    〇 

１０ 備品台帳の整理および保管に関すること    〇 

１１ 不動産、物品、現金等の寄附（負担付寄附を除く。）受納を

決定すること 
 

 （１）重要と認められるもの 〇    

 （２）軽易と認められるもの   〇  

１２ 不動産（土地）の取得等の単価の決定   〇  

１３ 不動産の無償または減額による譲渡 〇    

１４ 組合所有地の境界確定に関すること    〇 

１５ 施設の使用許可に関すること  

 （１）目的外使用の許可   〇  

 （２）目的内使用の許可    〇 

 （３）支出負担行為、支出命令等に関する事項 

項目 

決裁権者 

備考 管理

者 

副管

理者 

事務

局長 

総括 

報酬    〇  

災害補償費    〇  

報償費  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   



 （３）５００万円未満    〇  

旅費    〇  

交際費    〇  

需用費（消耗品費・食糧費・印刷製本費）  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

需用費（修繕料）  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

需用費（その他）    〇  

役務費    〇  

委託料  

 （１）１，０００万円以上 〇    ※注２ 

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇  

 （３）５００万円未満    〇 

使用料及び賃借料  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

工事請負費  

 （１）１，０００万円以上 〇    ※注２ 

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇  

 （３）５００万円未満    〇 

公有財産購入費  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

備品購入費  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   



 （３）５００万円未満    〇  

負担金、補助及び交付金  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

補償、補填及び賠償金  

 （１）１，０００万円以上 〇     

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇   

 （３）５００万円未満    〇  

償還金利子及び割引料    〇  

４．工事に関する事項 

項目 

決裁権者 

管理

者 

副管

理者 

事務

局長 

総括 

１ 工事内容を変更すること  

 （１）１，０００万円以上 〇    

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇  

 （３）５００万円未満    〇 

２ 工事施工に伴う不動産借受けの短期契約をすること   〇  

３ 契約に伴う提出書類を承認すること   〇  

４ 工事監督に係る書類を受理または承認すること    〇 

５ 工事完成届および業務完了報告書を受理すること    〇 

６ 検査調書を確認すること  

 （１）１，０００万円以上 〇    

 （２）５００万円以上１，０００万円未満   〇  

 （３）５００万円未満    〇 

７ 工事等目的物引渡書を受理すること    〇 

※注１：（３）支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁権

者（合議先を除く。）に対応するものとする。 

※注２：契約金額を変更する場合で、変更前と比べて変更後の金額に１０％以上の差があるとき

は、当初の契約のときの決裁区分により決裁を得ることとし、変更前と比べて変更後の金額の

差が１０％未満のときは、変更後の金額に応じた決裁区分とする。ただし、変更後の金額に応

じた決裁区分が、当初の契約のときよりも上級職位となる場合にあっては、当該変更金額に応



じた決裁区分とする。 


